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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２８年６月１６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

委   員  小須田   敏 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２７年５月２８日 ０６時１８分ごろ 

発生場所 福岡県福岡市博多港第３区 

 能古
の こ の

島灯台から真方位１１１°１.９海里（Ｍ）付近 

 （概位 北緯３３°３７.６′ 東経１３０°２０.４′） 

事故の概要 油タンカー第二十五旭
あさひ

丸は、錨泊中、また、漁船第二十三蛭子
え び す

丸

は、南東進中、両船が衝突した。 

 第二十五旭丸は、左舷船首部外板の凹損等を生じ、また、第二十三

蛭子丸は、左舷船首部外板に破損を生じた。 

事故調査の経過 平成２７年６月１１日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 油タンカー 第二十五旭丸、７４９トン 

 １４２０４８、旭海運有限会社 

   ６８.０７ｍ（Lr）×１１.８０ｍ×５.２０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,３２３kＷ、平成２５年９月 

Ｂ 漁船 第二十三蛭子丸、１９トン 

   ＦＯ２－６５０１（漁船登録番号）、蛭子丸水産有限会社 

   １９.７２ｍ（Lr）×４.７７ｍ×１.７９ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１９０、平成１２年９月３０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５０歳 

四級海技士（航海） 

    免 許 年 月 日 平成４年７月２日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２４年３月２２日 

    免状有効期間満了日 平成２９年７月１日 

航海士Ａ 男性 ４４歳 

四級海技士（航海） 

     免 許 年 月 日 平成２４年７月３日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２７年１月１５日 

    免状有効期間満了日 平成２９年７月２日 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ３１歳 

一級小型船舶操縦士 
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免許登録日 平成１９年５月１８日 

免許証交付日 平成２４年４月１９日 

（平成２９年５月２１日まで有効） 

  甲板員Ｂ 男性 ２０歳         

一級小型船舶操縦士 

免許登録日 平成２５年３月２９日 

免許証交付日 平成２６年５月２８日 

（平成３０年３月３１日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部外板に凹損、左舷中央部外板に擦過傷 

Ｂ 左舷船首部外板に破損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 東南東、風力 １、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ 

日出時刻：０５時１１分 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか４人が乗り組み、レギュラーガソ

リン約２,０００kℓを積載して、黒色の球形形象物を船首に掲げ、博

多港第３区で船首を北西方に向けて錨泊中、航海士Ａが単独で停泊中

の船橋当直に当たっていた。 

航海士Ａは、目視及び６Ｍレンジに設定したレーダーで見張りを行

い、周囲に接近する他船を見掛けなかったので、約３０分間であれば

船橋を離れても大丈夫と思い、降橋して事務室で揚げ荷役ミーティン

グの準備作業を行っていたところ、平成２７年５月２８日０６時１８

分ごろ衝突の振動を感じた。 

航海士Ａは、事務室から外部の通路に出て周囲を見たところ、Ｂ船

が、左舷前方の至近から接近し、Ａ船の左舷中央部に衝突するところ

を見た。 

船長Ａは、海上保安庁に本事故の発生を通報し、その指示によりＢ

船をＡ船の右舷船尾部に係留させた。 

航海士Ａは、Ｂ船の乗組員と共に両船の損傷状況を確認した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び甲板員Ｂが乗り組み、甲板員Ｂが１人で操船に

当たり、能古島北方沖を福岡市中央卸売市場鮮魚市場（以下「鮮魚市

場」という。）に向けて約９～１０ノットの対地速力で自動操舵によ

り南東進した。 

甲板員Ｂは、船長Ｂが能古島灯台通過の報告を受けてから操船に当

たる予定であったので、操舵室後部の椅子に腰を掛けて仮眠中の船長

Ｂに同灯台を通過したことを報告した後、操縦席に腰を掛けた状態で

見張りを行っていたが、いつしか居眠りに陥った。 

Ｂ船は、同じ針路で航行を続け、Ｂ船の左舷船首部がＡ船の左舷船

首部に衝突して跳ね返った後、Ａ船の左舷中央部に再度衝突した。 

Ｂ船は、甲板員Ｂが衝突の衝撃で目覚めて機関を中立にした後、Ａ
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船の右舷船尾部に係留された。 

両船は、海上保安庁の聴取の後、Ａ船は、自力で航行して福岡市西

戸埼の荷揚岸壁に、Ｂ船は、自力で航行して鮮魚市場に、それぞれ着

岸した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項 

 

船長Ａは、危険貨物を積載していたので、錨泊中も航海士を船橋に

配置して当直を維持していた。 

甲板員Ｂは、船長Ｂに能古島灯台の通過を報告した際、船長Ｂから

の返事を聞いた。 

船長Ｂは、甲板員Ｂからの報告を聞いた覚えがなく、返事をしたか

どうか分からなかった。 

甲板員Ｂは、本事故当時、玄界灘の漁場から鮮魚市場まで巻網漁船

の漁獲物を運搬する作業に従事し、疲労と睡眠不足により眠気を感じ

ていたので、操縦席から立ったり、腰を掛けたりしながら見張りをし

ていた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ船は、博多港第３区で錨泊中、船橋当直中の航海士Ａが、降橋し

て見張りを行っていなかったことから、接近するＢ船に対して注意を

喚起することができなかったものと考えられる。 

航海士Ａは、周囲に接近する他船を見掛けなかったので、約３０分

間であれば船橋を離れても大丈夫と思い、降橋したものと考えられ

る。 

Ｂ船は、博多港第３区を南東進中、船長Ｂが仮眠を続け、甲板員Ｂ

が、居眠りに陥ったことから、錨泊中のＡ船に衝突したものと考えら

れる。 

船長Ｂは、甲板員Ｂから報告を受けたことに気付かなかったものと

考えられる。 

甲板員Ｂは、疲労と睡眠不足により、居眠りに陥ったものと考えら

れる。 

原因  本事故は、博多港第３区において、Ａ船が錨泊中、Ｂ船が南東進

中、船橋当直中の航海士Ａが、降橋して見張りを行っていなかったた

め、接近するＢ船に対して注意を喚起することができず、また、船長

Ｂが、仮眠を続け、甲板員Ｂが、居眠りに陥ったため、両船が衝突し

たことにより発生したものと考えられる。 

参考 Ａ船の船舶所有者は、本事故後、安全会議を開催して、船舶輻輳
ふくそう

海

域における停泊時は、本船周辺海域の監視及び周辺他船への注意喚起

が可能な場所に乗組員を配置し、安全を向上させることとした。 
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今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・停泊中に甲板部の当直を行う際は、航海当直基準を遵守するこ

と。 

 ・眠気を感じた場合、立って操船したり、コーヒーを飲んだりする

などして眠気を払うこと。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事故発生場所 

（平成２７年５月２８日 ０６時１８分ごろ発生） 

Ｂ船の進路 

Ａ船は錨泊中 


